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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

項目 
当中間会計期間 

自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日 

前事業年度 
自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日 
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項目 
当中間会計期間 

自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日 

前事業年度 
自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日 

４ その他(中間)財務諸表作

成のための基本となる重

要な事項 

 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

 

消費税等の会計処理 

 同左 

 

 

追加情報 

 

当中間会計期間 
自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日 

前事業年度 
自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日 

 

(自己株式及び法定獣

 

当中間会計期間から「自己株式及び法定獣

崩等に関する会計基宿�h��企業会計基汁第１号）を適

用しております。これによる当中間会計期間の損益に

与える叡

なお、中間財務諸表規則の改正により、当中間会計

期間における中間貸借対照表の資本の部については、

改正後の中間財務諸表規則により作成しております。 

 

 

（１株当たり情報） 

 

当中間会計期間から「１株当たり当期純利益に関す

る会計基宿�`（企業会計基淑�h%�号）及び「１株当た

り当期純利益に関する会計基宿,ﾀ適用方針」（企業会

計基汁適用指針第４号）を適用しております。これに

よる当中間会計期間の１株当たり情報に与える叡

ありません。 
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(重要な後発事象) 
 

当中間会計期間 
自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日 

前事業年度 
自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日 

 

（有償一般募集（ブックビルディング方式）による新株

発行） 

 

 平成15年3月17日及び平成15年3月2617
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